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災害時保健活動のあり方
～平時からの体制づくりと人材育成～
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1. 災害時保健活動において目指すこと
2. 災害時保健活動において課題となること
3. 災害時の保健活動体制と平時からの体制づくり
4. サージキャパシティの確保のための備え
5. 災害対応に備えるための人材育成
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災害時保健活動において目指すこと
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厚生労働省健康局健康課地域保健室：災害時健康危機管理支援チームについて、
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131931.pdf
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各フェーズにおける医療保健福祉ニーズと課題（地震）
フェーズ2

応急対策-生活の安定-
（避難所対策が中心の時期）

フェーズ1
緊急対策-生命･安全の確保-
（概ね発災後72時間以内）

フェーズ0
初動体制の確立

（概ね発災後24時間以内）
避難所の利用者・退出者の増減､
ニーズの顕在化

余震､被害の全容把握､
避難者の増加､生活用品の不足

人的被害､建物倒壊､
水道や交通等のインフラ不全

地域の状況

○救護所の運営 ○巡回診療
○医療機能の回復

○医療機能の低下
○救護所の設置・運営

○傷病者の急増 ○救命救急
○広域搬送 ○医療機能の低下

医療ニーズ
関連

○食生活・栄養の偏り
○生活不活発病
○慢性疾患の治療継続

○感染症の発生 ○熱中症
○歯科・口腔衛生 ○メンタルヘルス
○ｻｰﾋﾞｽの低下

○生活環境の悪化 ○ｻｰﾋﾞｽの低下
○避難所の設置・運営
○深部静脈血栓症（DVT）

保健ニーズ
関連

○福祉避難所の運営
○ｻｰﾋﾞｽ調整

○福祉避難所の設置
○ｻｰﾋﾞｽの低下

○避難行動要支援者の避難
○ｻｰﾋﾞｽの低下

福祉ニーズ
関連

保健師等チーム こころのケアチーム
JDA-DAT JRAT JDAT

DHEAT JMAT
DPAT その他医療ﾁｰﾑ

DMAT 日本赤十字社支援チーム
の例

・家の片付等による疲労蓄積が増大
・避難所生活の長期化による脱水、
感染症、ADL低下、便秘、DVT、不
眠等が出現
・プライバシーが守られにくく、メンタル不
調者が増える
・今後の生活不安等､ストレスを抱え
る人が増える
・仕事や家の片付け等で昼間の避難
所は人が少なくなりニーズの把握が困
難

・内服薬を持参しなかった慢性疾患
患者がいる
・トイレ､避難所内の不衛生により感
染症（インフルエンザ､風邪､胃腸炎
等）に罹患しやすい
・要医療者､要配慮者､アレルギー患
者等への対応が必要
・車中泊､テント泊の避難者がいる

・外傷､火傷等の傷病者が多い
・夜間の場合は被害状況の把握が難
しい
・避難所に行かず､自宅玄関前や車
庫等に一時避難する者がいる
・ライフラインの不通､道路寸断等によ
り職員の登庁が限られる

課題となる
こと

＊参考文献1） P16-17の表5より抜粋
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各フェーズにおける医療保健福祉ニーズと課題（地震）
フェーズ5-2

復興支援期・後期
-新たなまちづくり-

フェーズ5-1
復興支援期・前期
-復興住宅に移行

するまで-
（ｺﾐｭﾆﾃｨの再構築と
地域との融合）

フェーズ4
復旧・復興対策期
-人生の再建・地域

の再建-
（仮設住宅対策や
新しいｺﾐｭﾆﾃｨづくりが
中心の時期）

フェーズ3
応急対策-生活の安定-
（避難所から概ね仮設住宅

入居までの期間）

復興・復旧対策の実施避難者の移動､コミュニティの崩壊､
格差の顕在化

地域の
状況

○地域医療への移行医療ニーズ
関連

○コミュニティ再生 ○ソーシャルキャピタルの醸成○メンタルヘルス ○孤立保健ニーズ
関連

○要介護者等新規対象者の増加福祉ニーズ
関連

保健師等の中長期派遣 保健師等の新たな雇用保健師等チーム こころのケアチーム支援チーム
の例

・仮設住宅での生活の不便さ（風呂、トイレ等）により生活範囲が狭まる
・馴染みのない地域での生活により閉じこもりになりやすい
・生活環境の変化により、適応障害、アルコール依存症の出現、孤立や不安、特
に高齢者の認知症の出現・悪化がみられる
・避難生活の長期化による高血圧等生活習慣病の悪化がみられてくる
・新たなコミュニティの構築に向けた取り組みが必要

・避難所閉鎖に伴い、避難所が集約
され移動を余儀なくされる
・生活基盤が確保できる人、できない
人の格差が表出
・概ね保健師等チームの終了時期と
なる

課題となる
こと

＊参考文献1） P16-17の表5より抜粋



各フェーズにおける医療保健福祉ニーズと課題（風水害･噴火災害）
フェーズ2

応急対策-生活の安定-
(避難所対策中心の時期)

フェーズ1
緊急対策

-生命･安全の確保-
(概ね発災後72時間以内)

フェーズ0
初動体制の確立

(概ね発災後24時間以内)

高齢者等避難/
避難指示発令時

（準備体制の確立）

避難所の利用者・退出者の
増減､ニーズの顕在化

被害の全容把握､
生活用品の不足

人的被害､孤立者の救助､
浸水､電気や交通等のインフ
ラ不全

避難行動要支援者の避難､
停電・雨音による情報伝達
困難

地域の
状況

○地域医療への移行
○巡回診療
○医療機能の回復

○医療機能の低下
○救護所の設置・運営

○傷病者の急増
○救命救急 ○搬送
○医療機能の低下

医療ﾆｰｽﾞ
関連

○食生活・栄養の偏り
○生活不活発病
○慢性疾患の治療継続

○感染症の発生○熱中症
○歯科・口腔衛生
○ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ○ｻｰﾋﾞｽの低下

○生活環境の悪化
○ｻｰﾋﾞｽの低下

○避難所の設置・運営
○低体温症
○従事者の帰宅困難

保健ﾆｰｽﾞ
関連

○福祉避難所の運営
○ｻｰﾋﾞｽ調整

○福祉避難所の設置
○ｻｰﾋﾞｽの低下

○孤立者の安全確保
○ｻｰﾋﾞｽの低下

○避難行動要支援者の避
難 ○従事者の帰宅困難

福祉ﾆｰｽﾞ
関連

保健師等チーム
こころのケアチーム
JDA-DAT JRAT JDAT

DHEAT JMAT
DPAT その他医療ﾁｰﾑ

DMAT
日本赤十字社

支援ﾁｰﾑ
の例

・疲労蓄積が増大
・避難所生活の長期化によ
る脱水、感染症、ADL低下、
便秘、DVT、不眠等が出現
・メンタル不調者が増える
・今後の生活不安等､ストレ
スを抱える人が増える
・仕事や家の片付等で昼間
の避難所は人が少なくなり
ニーズの把握が困難

・水が引かないと全体の被害
状況が把握しにくい
・内服薬を持参しなかった慢
性疾患患者がいる
・トイレ､避難所内の不衛生
により感染症に罹患しやすい
・要医療者､要配慮者､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ患者等への対応が必要
・車中泊等の避難者がいる

・浸水地域の拡大に伴い､
避難所が孤立することがある
・外傷､低体温等の傷病者
が多い
・夜間の場合は被害状況の
把握が難しい
・ﾗｲﾌﾗｲﾝの不通､道路寸断
により職員の登庁が限られる

・自主避難も含め様々な避
難所に避難者が集まる
・避難をためらう､避難所に
行けない要配慮者がいる
・雨風の音により､無線等に
よる情報伝達が阻害され､避
難行動しない者もいる

課題とな
ること

＊参考文献1） P18-19の表6より抜粋
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フェーズ5-2
復興支援期・後期
-新たなまちづくり-

フェーズ5-1
復興支援期・前期
-復興住宅に移行

するまで-
（ｺﾐｭﾆﾃｨの再構築と
地域との融合）

フェーズ4
復旧・復興対策期
-人生の再建・地域

の再建-
（仮設住宅対策や
新しいｺﾐｭﾆﾃｨづくりが
中心の時期）

フェーズ3
応急対策-生活の安定-
（避難所から概ね仮設住宅

入居までの期間）

復興・復旧対策の実施避難者の移動､帰宅困難な避難者地域の
状況
医療ニーズ
関連

○ソーシャルキャピタルの醸成○メンタルヘルス ○孤立
○保健医療活動チームの活動終了

保健ニーズ
関連

福祉ニーズ
関連

保健師等チーム こころのケアチーム支援チーム
の例

・仮設住宅での生活の不便さ（風呂、トイレ等）により生活範囲が狭まる
・馴染みのない地域での生活により閉じこもりになりやすい
・生活環境の変化により、適応障害、アルコール依存症の出現、孤立や不安、特
に高齢者の認知症の出現・悪化がみられる
・避難生活の長期化による高血圧等生活習慣病の悪化がみられてくる
・新たなコミュニティの構築に向けた取り組みが必要

・避難所閉鎖に伴い、避難所が集約
され移動を余儀なくされる
・生活基盤が確保できる人、できない
人の格差が表出
・概ね保健師等チームの終了時期と
なる

課題となる
こと

各フェーズにおける医療保健福祉ニーズと課題（風水害･噴火災害）

＊参考文献1） P18-19の表6より抜粋



内閣府（防災担当）．令和６年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf

災害時保健活動において
課題となること
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内閣府（防災担当）：大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き

令和5年5月．P4の図1-1を一部改変
https://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/pdf/R5tebiki.pdf

健康危機対策業務

健康危機発生後の
二次的健康リスクを

最小化するための業務

非常時優先業務のイメージ
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フェーズが進むにつれて‥変化するニーズ・多様なニーズ

健康危機対策業務

二次的健康リスクを最小化
するための業務

復旧復興期、健康危
機の縮小・終息に向か
うにつれ

縮小

再開による拡大

拡大
内閣府（防災担当）：大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き

令和5年5月．P4の図1-1を一部改変
https://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/pdf/R5tebiki.pdf

感染症
は波があ
りますが

‥



13

地域（コミュニティ）

公衆衛生

医療（施設）

サージキャパシティ：健康危機の発生に伴い生じる急激な
あるいは長期化する需要の高まりへの対応力

人材・
人員

物品・
設備

施設・
場所 体制

サージキャパシティの要素



【災害等概要】
・豪雨災害、死傷者数名、建物被害は約8,000世帯。
・避難所開設状況はピーク時25か所
・○月○日7時に自主避難所開設。同日14時に避難準備・高齢者等避難開始
・△避難所は救護所も開設。担当職員は、避難所担当班（事務職）5名、救護班保健師1名。
・△避難所避難者数：同日23時に約120人（約70世帯）
・該当保健師は△避難所の救護班保健師として、14時～翌日7時まで担当
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豪雨災害における、ある中堅保健師の経験

体制：庁内における情報の一元管理と情報共有
・庁内の情報は、危機管理部署作成のフローチャートに基づき対応。統括保健師から保健師への連
絡は、LINE で流れたが全体像は把握できず。統括保健師に多くの情報が集まるため情報の整理
ができず迅速な対応が困難であり、統括保健師を補佐する体制の検討が必要。
体制：保健所との連携

・保健所から被災状況の確認や支援の必要性の確認があったが、統括保健師は保健所の支援につ
いて必要はないと考え断った。被災状況の全体像がつかめず、保健所による支援の必要性の有無
を判断することが困難だった
体制：被災者への倫理的配慮と個人情報の取扱い

・避難所にマスコミが来訪し被災者にインタビューする場面あり。避難所担当部署がその都度、危機
管理部署に確認した。被災者への倫理的配慮と個人情報の保護のために、マスメディアへの対応
や被災者への対応について、方針やルールを庁内で検討しておく必要があった
体制：職員の健康管理

・豪雨のピーク時刻について予測できていたが、ピ－ク時刻を考慮した職員の交代がなされなかった。
24時間以上勤務する職員もいた。災害対応に従事する職員の休養の確保や健康チェックに関し
て検討しておく必要があった

16

豪雨災害における、ある中堅保健師の経験（つづき）

活動：救護班活動準備
・避難所で救護班等しての保健師の活動場所を確保し、救護物品等を準備した。腕章やビブスなど
がなく、避難者が、避難所担当班の事務職と救護班（保健師）の区別ができなかった。
活動：避難者の健康に関わる状況把握

・避難所を巡回し、避難者全体への声掛け、健康状態の確認と記録をした。しかし、ピーク時には避
難者が100 名以上になり、全体の状況を再確認することが困難な時間帯もあった。避難所によっ
て避難者数が異なるため、100 人以上の避難者を１人の保健師が担当することがあり、人口規
模による避難者の見込み数に基づいて職員の配置人数を検討する必要がある
活動：負傷者や体調不良者への対応

・避難時に健康確認を行い、負傷の有無や体調を確認した。ケアが必要な避難者へは救護班ブー
スでケアをした。救護班ブースを避難所の受付隣に設置していたため避難者がケアを受ける場所を
認識しやすかった。また、受付に来れば保健師が隣にいたためケアを受けることができた
活動：避難所の衛生管理及び環境整備

・大雨のピークに達するまでは、避難所は原則土足禁止とし、トイレの衛生状況の管理などができて
いた。しかし、避難所が水没したため、急遽避難者を全員2 階に移動させ、これにより衛生管理が
十分できなくなった。ライフラインが途絶え、トイレも使うことができなくなったが、簡易トイレがなく、避
難者は排泄を我慢することになった。まず、避難所の安全確認を避難所担当職員と十分に行う必
要があった。また、ライフラインが途絶える場合に備えて、必要な物品を備えておく必要があった。

・大雨のピークに達するまでは、毛布や水、乾パンなどは賄えていたが、想定を超える避難者が来所し、
物資が不足した。大雨により道路が寸断され物資が調達できなかった
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豪雨災害における、ある中堅保健師の経験（つづき）

活動：避難者のプライバシーの確保
・大雨のピークに達するまでは、いくつかの部屋に避難者を分けてパーソナルスペースを確保できていた。
避難所の水没に伴い、2 階に移動後は十分なスペースを確保できなかった
活動：要配慮者への対応

・健康状態の聞き取り等に基づき、酸素ボンベを使用する避難者や要介護認定を受けている高齢
夫婦、妊婦、乳児の状況を確認し、避難所担当部署と協力し支援にあたった。落ち着いた時間に
様式に記録し、要配慮者への支援について、交代保健師に引き継ぐことができた。介護や医療が
必要な避難者へは引継いだ保健師が対応し、保健医療福祉サービスにつなげた
活動：避難者の二次健康被害防止のための健康管理

・避難者の相談に乗り二次健康被害予防のための保健指導を行い、様式に記録した。しかし、100
名以上の避難者に対応することは一人では困難であった

活動：避難行動要支援者へのフォロー
・避難行動要支援者を把握できていなかった。避難行動要支援者を担当する部署が、高齢福祉・
障害福祉などの福祉部署であるため、保健師にその情報は下りていなかった。避難所における避難
行動要支援者の支援について、救護班担当保健師の役割や活動内容を明確にしておく必要があ
る
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フェーズ2
(避難所対策が中心となる時期)

フェーズ1
(～発災後概ね72時間以内）

準備体制～フェーズ0
(～発災後概ね24時間以内）

保健活動
体制の構築

救護所

指定
避難所

各フェーズにおいて課題となること

保健師の活動内容が不明確

救護所と福祉避救護所と対応の両立

指示待ちとなる

救護活動の指揮命令系統が複数ある、救護所情報の集約化
指示系統や役割分担が不明確

災害医療対策本部（保健所）設置後の、救護所と医療機関
との役割分担や医療機関との連絡・調整に関する具体的手順

避難所情報の集約と医師会・歯科医師会・薬剤師会・保健所
との情報共有

救護所立ち上げ活動が不明確
救護物品置き場が不明確､

使用期限切れ物品あり

感染対策の検討が不十分で手間取る・感染者の増加

新採保健師との災害時活動体制・活動内容の共有不足

専用スペースの確保等乳幼児をもつ母親や女性への対応

市町村保健師全体の動きが見えず、一体感が不足
統括保健師を補佐する保健師の配置や役割が不明確

他職員同様に災害ゴミ対応等を求められ、保健師本来の役割発揮ができず

高齢者のADLの低下･認知症
の進行

被災者の孤立

車中泊の増加
ペット対策

保健師の安全な参集
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フェーズ2
(避難所対策が中心となる時期)

フェーズ1
(～発災後概ね72時間以内）

準備体制～フェーズ0
(～発災後概ね24時間以内）

指定避難
所（つづき）

要配慮者
対応

福祉避難
所

受援

その他

各フェーズにおいて課題となること（つづき）

自治体外からの避難者への対応
保健所との連携､県・保健所の役割・活動内容の理解･共有不足
災害対策本部､避難所開設部署､保健部署との連携

救護所と福祉避救護所と対応の両立

停電時等在宅酸素療法等の医療的ケアを要する人への対応
要配慮者対応の優先順位の判断

他市町村住民の受け入れ方法

要配慮者対応や、保健部署と福祉部署との連携方法が不明確

観光客の被災者への対応

生活習慣病者の健康管理
精神障害者の医療継続

福祉避難所の立ち上げ
福祉避難所の逼迫・マンパワー不足

受援体制づくり
DHEATの理解と協働

Covid-19､ｲｱﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等の
感染者の増加

災害時の保健活動体制と
平時からの体制づくり

20
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災害対応の基本（CSCA）
指揮命令系統の確立（Command & Control）

安全確保・管理(Safety)

コミュニケーション（情報収集・伝達）（Communication)

評価（Assessment)

・組織的に活動を行うために指示命令系統を確認・確立し、横の連携も図る

・自分自身（Self）→現場（Scene）→被災者（Survivor）の順番
で安全を確保する

・情報収集し集約化するとともに、情報を発信する。そのために、複数の
通信手段を確保しておく

・集めた情報を分析し、限られた人・モノ等で活動を行うための方策を検討、
戦略を立てる。関係機関との連携や応援要請の必要性を判断する

トリアージ
(Triage)

治療
(Treatment)

搬送
(Transportation)

22

災害救助法の概要

令和3年8月14日 内閣府（防災担当） http://www.bousai.go.jp/pdf/2108ooame_kyujo_06.pdf より



厚生労働省健康局健康課保健指導室 五十嵐久美子．地域における保健活動の推進に向けて．大和5年保健師中央会議（令和
5年8月4日） 資料12より https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001131870.pdf

24
内閣府（防災担当）．令和6年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．
https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo03.pdf



過去の経験を活かしつ
つ､対処による失敗､
成功､双方の経験から
教訓を得る

意思決定し実行. 優先
順位の判断が重要.平
時の対応や方法にとらわ
れない.サージキャパシ
ティの確保や組織体制の
見直し等を含む

その時点で得られて
いる情報､及び今後の
脅威と好機など想定
されることから状況判断、
方向性を見出す

情報収集を含む.
健康危機の様相､
組織のパフォーマンス、
特に現状のリソースで
対応可能か、状況把握

健康危機発生時に組織に求められること

学習する
(事実)

対処する
(現実)

観察する
(危機)

予見する
(可能性)

指揮命令系統の明確化
意思決定プロセスの確認・明確化

26【参考】永田高志 他監訳：緊急時総合調整システム Incident Command System(ICS) 基本ガイドブック．東京法規出版．2014．
厚生労働省健康局健康課．保健所における健康危機対処計画（感染症編）策定ガイドライン．令和5年6月．

健康危機発生時の現場体制の例
・保健所では保健所長
・市町村では統括保健師

支援

必要に応じて設置

必要に
応じて設置

現場指揮者

実務活動担当
計画情報担当 調達（ロジスティ

クス）担当 事務局担当

広報担当

安全衛生担当

連絡窓口担当

受援担当

・広報・取材対応の本庁との連絡・調整
・取材への対応と記録
インターネット等での情報発信 等

・職員や支援者の安全衛生管理
（職員の労務管理・健康管理）

・関係機関等との連絡窓口

・本部会議等の招集、
会議準備
・会議議事録の作成
・記録の整理
・予算の調整

・対応人員の確保
・執務ｽﾍﾟｰｽ、PC、電
話等の確保
・職員や支援者の食事
の手配
・派遣に伴う庶務 等

・対策の企画立案
・対策に必要な他機関
との連絡調整
・本庁への報告
・情報収集、情報整理
・クロノロジー作成 等

実務活動担当：
被災者支援、
健康調査、等

受援担当：外部支援
者の手配・調整、
オリエンテーション等
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平時の体制

首長

総務部

人事課

保健福祉部

社会福祉課 児童福祉課 高齢福祉課 健康増進課

母子保健保
健担当

成人保健担
当

‥

災害業務災害業務災害業務災害業務

28

災害業務

首長

総務部

人事課

保健福祉部

社会福祉課 児童福祉課 高齢福祉課 健康増進課

母子保健保
健担当

成人保健担
当

‥

マニュアル等の自然災害発生時の体制
～よくみられる例～



災害業務災害業務災害業務災害業務

29

災害業務

首長

総務部

人事課

保健福祉部

社会福祉課 児童福祉課 高齢福祉課 健康増進課

母子保健保
健担当

成人保健担
当

‥

保保保
保保保

保保保
保保

保
保
保

保

保

災害時の保健師活動体制は？

自然災害が
発生したら

災害業務災害業務災害業務災害業務

30

災害業務

首長

総務部

人事課

保健福祉部

社会福祉課 児童福祉課 高齢福祉課 健康増進課

母子保健保
健担当

成人保健担
当

‥

保保保
保保保

保保保
保保

保
保
保

保

保

指揮命令系統の明確化・意思決定プロセスの明確化・組織体制の明確化
統括部門と現場部門の編成、各役割と職員配置の検討

災害時の保健師活動体制は？
非常時優先業務という最優先事項の目的を
自治体として果たすために、各部署の保健師
はどこで、どのような業務や役割を担うのか自然災害が

発生したら



指揮命令系統の例（Ａ）－初動体制（発災0、1日目）
＊救護所は必要に応じて避難所に設置

指揮命令系統の例（Ａ）－継続体制（発災2日目～）



内閣府（防災担当）．令和６年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf

D24Hの日本語パンフレットより．https://www.ds.se.shibaura-it.ac.jp/wp-
content/uploads/2019/11/D24H%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%8
3%88.pdf
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本部からの
包括的指示

本部での検討・
対策の推進

具体的指示
（活動計画の立案･

編成）

課題の分析･本部
への提案
（資料化）

活動の
実行

災害対策本部
（部長級） 管理職 統括保健師 現場リーダー

保健師

統括保健師補佐 現場保健師

被災自治体における指示命令系統の基本形態のイメージ

災害時の指揮命令系統

36

役割の概要担当者役割
①保健師全体の統括・采配 ②保健活動に係る情報を集約、
庁内関係部署・災害対策本部との窓口となり、保健活動方針を
検討 ③県・保健所と連絡調整 ➃応援・派遣保健師等と
の連絡・調整

○○統括
保健師

①避難所への保健師配置の調整。グループ内での調整が難しい
場合には第1補佐保健師アに連絡、応援を依頼 ②メンバー
保健師への連絡及び救護活動における指示や相談役を担う
③避難所での活動や在宅被災者の支援等実働を担う ➃避難
所班からの救護に関する連絡・相談を受け、対応 ⑤担当避
難所・避難者状況の情報集約・支援調整。保健師の救護体制
（人員追加や巡回体制への移行等）を検討、統括保健師に
相談・報告

初動体制：○○､○○‥
継続体制：○○､○○‥

リーダー
保健師

①避難所での活動や在宅被災者の支援等実働を担う。対応に
困る場合、リーダー保健師に相談し対応 ②避難所・避難者
情報をリーダー保健師に報告。グループLINEでグループ内情報
共有 ③日報を作成、全保健師でLINEで報告

■名メンバー
保健師

保健師の役割分担
－豪雨災害を複数回経験した某市の例より－
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役割の概要担当者役割
・リーダー保健師の役割を兼任する
・統括保健師の役割のうち主に②及び➃の補佐を行う
・統括保健師と継続体制への移行を検討する
アの業務：①リーダーから避難所活動状況の情報集約 ②高
齢福祉部署との共有を図るため第1補佐保健師ウへの連絡役
③教育部署との連絡相談
イの業務：①被災地健康調査の統括 ②受援体制（応援・
派遣保健師､その他機関）の調整 ③保健活動に関する連
絡会議の開催
ウの業務：①高齢福祉部署保健師への連絡調整 ②第1補
佐保健師イと連携し、イの業務①を実施

ア：○○（健康づくり部署 副
主幹)
イ：○○（母子保健福祉部
署 副主幹）
ウ：○○（高齢福祉部署 課
長補佐）

第1補佐

エの業務：①第1補佐保健師のアの業務の補佐 ②保健活
動の記録、集計
オの業務：①第1補佐保健師のイの業務の補佐 ②災害時､
救護物品の調達､補充
＊物品調達､感染予防等については健康づくり・母子保健部
署職員の協力を得る

エ：○○（健康づくり部署
係長)
オ：（母子保健福祉部署
係長）

第2補佐

平時：①マニュアルや様式の変更等を適宜実施 ②危機管理
部書・避難所班と連絡相談
活動終了時：①保健活動に使用した記録の集約・整理・保
管 ②保健活動報告書等作成、全保健師と情報共有 ③救
護物品の確認・補充

○○、○○、○○‥
（副主幹）

防災班

保健師の役割分担
－豪雨災害を複数回経験した某市の例より－（つづき）

活動体制に関する課題
・救護所の保健師として入ったが福祉避難所対象の要配慮者への対応役割も求められ

た。保健師には○○市要配慮者対応マニュアルで要配慮者対応が期待され、一方で
指定避難所に開設された救護所における活動も期待されていた。しかし、マンパワー的
に両方を担うことは難しかった

要配慮者対応に関わる活動と役割分担・連携に関する課題
・要配慮者への対応や、保健部署と福祉部署との連携方法が明確でなかった
・避難行動要支援者名簿作成や個別支援計画を担当する福祉部署と、保健部署との
連携が課題であった

・要配慮者対応の優先順位の判断が課題であった
連携に関する課題

・災害対策本部と避難所開設部署と保健部署との連携が課題であった
・保健所との連携がうまくとれなかった、県や保健所の役割・活動内容がわからなかった

38

初動期（フェーズ0～１）において課題となったこと
①2019豪雨災害を経験した19市町村より
②被災経験があり、災害時保健活動マニュアルを策定している3県8市への2022年ヒアリングより



内閣府 防災情報のページより https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r3_hinanjo_glkaitei.pdf

支援者の確
保不十分 移送の課題 ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞの

課題
多様性への
対応の課題

個別支援計画で避難先とする.
これにより必要な支援の準備が可能に

40
内閣府 防災情報のページより https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/pdf/202105gaiyou.pdf



避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（令和3年5月改定）第Ⅴ部参考資料より
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/pdf/202105sankou.pdf

41

避難行動要支援者名簿に係る取組状況調査
（令和6年4月1日現在）（抜粋）

総務省消防庁ホームページ 避難行動要支援者
https://www.fdma.go.jp/mission/prepare/assistant/items/assistant002_tyousa1_240401.pdf



避難行動要支援者名簿に係る取組状況調査
（令和6年4月1日現在）（抜粋）

総務省消防庁ホームページ 避難行動要支援者
https://www.fdma.go.jp/mission/prepare/assistant/items/assistant002_tyousa1_240401.pdf

個別避難計画の作成等に係る取組状況調査
（令和6年4月1日現在）（抜粋）

総務省消防庁ホームページ 避難行動要支援者
https://www.fdma.go.jp/mission/prepare/assistant/items/assistant002_tyousa2_240401.pdf



個別避難計画の作成等に係る取組状況調査
（令和6年4月1日現在）（抜粋）

総務省消防庁ホームページ 避難行動要支援者
https://www.fdma.go.jp/mission/prepare/assistant/items/assistant002_tyousa2_240401.pdf

46

災害業務災害業務災害業務災害業務災害業務

首長

総務部

人事課

保健福祉部

社会福祉課 児童福祉課 高齢福祉課 健康増進課

母子保健保
健担当

成人保健担
当

‥

災害時の役割分担と連携体制の検討

保健部署・危機管理部署・避難所担当部署・福祉避難所担当部署・
避難行動要支援者担当部署との役割分担・連携体制の検討



内閣府（防災担当）．令和６年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf

奥田博子：災害発生に備えた平常時の取り組み、
地域社会振興財団 第11回看護専門研修（自治医科大学看護学部企画）、H30.10.12～13資料 一部改変

災害時保健医療福祉体制－県・保健所と市町村との連携体制－

災害医療co：災害医療コーディネーター SCU：広域搬送拠点（臨時医療施設）

保健医療福祉調整本部



サージキャパシティの確保のための備え
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地域（コミュニティ）

公衆衛生

医療（施
設）

サージキャパシティの確保のための備え

◆BCPの整備
◆人的資源の確保と受入れ体制
の整備（受援体制の整備）
◆リスクコミュニケーション実施の
ための体制整備
関係部署や関係機関との連
携・役割分担体制の整備
業務の効率化・見える化
人材育成 等



内閣府（防災担当）．令和６年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf

本庁保健師の活動例
●職員が8人と課長がいて、計9人。その中で保健師が3人。3人で、派遣保健師に必要な情
報を判断・整理して、（派遣を出す）各県に情報提供していた。また、受け入れにかかる派遣
者の派遣元との連絡調整や国とのやりとりは私（主幹、統括保健師）がメインで担当し、他の
職員が、例えば県内保健師の宿の手配や調整、名簿作成をした。それだけでもかなり稼働が
取られ、それにプラスして災害支援ナースの派遣調整もあった。保健福祉部では派遣について
は総務課の役割となっていたが、総務課が全くそこに手が回るような状況ではなく、機能していな
かったので、本部署で行った。

●各県からの派遣保健師のために、管内保健所のインフラ状況の資料作成をした。水道や
電気、（発災当初は）ガソリンやコンビニに何もないことなどの情報を整理した。できる限り管
轄保健所から聞いたり、保健所でも（情報を）更新してもらい、取り急ぎ持ってきてもらうもの、
必要なもの等の情報を伝えた。また、対策本部で出している資料から被害状況を抜粋して、
保健活動に必要となりそうな情報を整理した。その中に管内の医療機関の状況や、その時の
保健活動の状況を現地スタッフから上がってきた報告書から抜き出して、それを（派遣元の）
県の窓口（派遣調整をしている）保健師に伝えた。記録用紙について質問された場合は説
明した。
・派遣元の県庁担当者はこちらの状況が分からないので、交通方法・時間等から伝える必要
があった。
・対策本部の情報等から適宜、情報を更新した。最初の派遣が始まってしまえば、後は引き
継ぎがなされるので、最初と途中から入ってくる県のために準備した。
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保健所保健師の活動例

●管内の被害の状況や交通寸断の状況、医療機関の情報、市町村保健師
の状況、活動に向けての注意点、避難所情報のまとめ、オリエンテーション資料
の作成、道路地図・避難所活動のための記録類の準備。活動に向けての注
意点とは､具体的には道路状況、安全面の注意、連絡方法。連絡が結構取
れなくなっていったので、活動場所や到着（したことの連絡）、活動が変化した
り町からの要請が出たりするため、活動内容を決定したり、方針を変更したり、
チーム編成を変えたい場合は必ず連絡をして相談するということ。かなり混乱し
ている状況が考えられたので、活動時には無理する必要はないこと、優先順位
を考慮して可能な範囲で活動すること、必要な内容に絞って活動すること、あ
れもこれもということになると被災市町村の負担になったりするので、ある程度は
自己完結で分かる範囲で活動することを最初に依頼。これらは平時から考えて
いたことではなく、発災後、その時に所長や課長とざっと話し合って、さっと作った。
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市町村保健師の活動例
●受援期間が明確になったので、作業スペースとして相談室を一つ確保した。
打ち合わせや（派遣）保健師たちの作業スペースとして確保した。発災後に
決めた。

●訪問依頼にあたり、名簿を準備した。平時から見守り支援のために、高齢者
や要支援者についてはフォローアップをして台帳化していた。最初は停電があっ
て最新情報が出力できなかったので、3カ月前ぐらいに出力していた名簿を元に
して、3ヶ月間に移動もあるので、記憶で修正をかけながら抽出をした。何かあっ
たときのために、何カ月に1回は紙媒体で出力していた。電気復旧後は、エクセ
ルで作成してあった名簿を担当者全員で出力した。

●（訪問のための）地図は、町が持っている地図で（対象宅を）探して訪問
に行ってもらった。

●（訪問結果を記録する）様式は、保健所とリンクしていたものを使い、また
支援保健師から細かな必要事項などのちょっとした情報は全部もらった。
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人材・
人員

物品・
設備

施設・
場所 体制

サージキャパシティの要素

内閣府 防災情報のページより https://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/pdf/R5tebiki_gaiyo.pdf



業務継続計画（BCP）に特に重要な6要素

内閣府（防災担当）：大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き
令和5年5月．P2の表1-1

https://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/pdf/R5tebiki.pdf

所属部署上司・統括
的立場の保健師不在

時の代行

保健活動拠点が被災
した場合

衛生物品等の備蓄や
医薬品の確保

避難行動要支援者や
災害時用要配慮者の

データ

保健医療に関わる非常
時優先業務の整理

内閣府（防災担当）：大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き 令和5年5月．P32の図2-5
https://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/pdf/R5tebiki.pdf

発災時に地方公共団体が実施すべき17の対策項目
地方都市等における地震対応のガイドライン（平成25年8月）より



平時の備え：保健（師）活動に関わる非常時優先業務の整理（例）

59

それ以後
フェーズ3

（避難所かた概ね仮設
住宅入所までの期間）

フェーズ2
（避難所活動中心の

時期）
フェーズ1

（概ね72時間以内）
避難指示等発令時～

フェーズ0
（概ね24時間以内）

フェーズ

時間人業務時間人業務時間人業務時間人業務

通常業務

災害対応
業務

二次的
健康被害
予防業務

対象の脆弱性や地域の健康課題を考慮した優先順位の検討

災害時の保健師等広域応援派遣調整に関わる都道府県の役割
－「災害時の保健師等広域応援派遣調整要領」（令和3年12月）より－

平時
・ 応援職員となる保健師等の養成、資質の維持及び向上を図るため、厚生労働省と連携した取組を
行う。
・ 応援職員となる保健師等の人材育成を図るとともに、資質の維持及び向上を図るため、継続的な
研修・訓練を計画的に実施する。
・ 災害発生時に優先して行う活動内容の選定等、事業継続計画（BCP）を策定する。
また、都道府県内の組織体制づくり、職員の参集体制の整備、情報伝達体制の整備、避難勧告発
令時の活動の検討、長期化に備えた活動体制整備、関係機関等の把握と役割の明確化等を行う。
・ 災害時に、他の都道府県からの応援派遣を想定した受援業務計画を策定する。また災害応急対
応に必要な人員の算定、応援派遣による活動内容の選定を行う。
・ 平時から有事を想定し、管内市区町村に対して、保健師等の応援派遣の受入に際し、受援が円
滑に機能するよう、執務スペースの確保、活動に必要な資機材等の準備、受援に係る庁内調整会
議の開催等、受入体制の整備を推進する。
・ 他の都道府県との応援派遣及び受援調整を担う本庁の部署と担当者を調整窓口として定め、これ
を厚生労働省健康局健康課に登録する。また調整窓口担当者の休日・夜間の連絡先を準備しておく。

災害発生時（有事）
・ 応援派遣元都道府県は、厚生労働省からの照会及び調整に基づき、被災都道府県に対して保健
師等を応援派遣する。



災害時の保健師等広域応援派遣調整 災害発生時(有事)における対応
－「災害時の保健師等広域応援派遣調整要領」（令和3年12月）より－

被災都道府県以外の都道府県
応援派遣元都道府県被災都道府県被災市区町村

ア.厚生労働省からの照会を受け、応援
派遣の可否を決定
イ.都道府県内の保健所設置市、特別
区及び市町村に対し被災市区町村へ
の応援派遣の可否を照会
ウ.ア、イにより応援派遣が可能と決定し
た場合、被災都道府県以外の都道
府県の担当部局は、保健師等応援派
遣計画票を厚生労働省健康局健康課
に提出（様式Ｂ別紙）

ア.被災市区町村の支援について、被災
市区町村以外の市区町村へ保健師等
の派遣を要請
イ.都道府県内の応援のみでは対応が困
難な場合は、隣接都道府県または当該
都道府県の災害時相互応援協定締結
自治体へ派遣を要請
ウ.ア、イの結果及び災害の規模により、
全国規模の応援要請が必要である
と判断した場合、厚生労働省に応援要
請
エ.ウの際は、全国の都道府県からの保
健師等の応援派遣に係る調整を要請
する事由、必要な保健師等の人数、応
援派遣期間、応援派遣先、具体的な
活動内容等を明記し（様式Ａ）、厚
生労働省健康局健康課に応援派遣に
係る調整を要請

ア.被災市区町村のみでは対応が困難
な場合は、当該都道府県に対して、保
健師等の派遣を要請
イ.アの要請に対し、被災都道府県のみ
では対応が困難な場合は、災害時相互
応援協定締結自治体へ応援派遣を要
請
ウ.イにより災害時相互応援協定締結自
治体へ応援派遣を要請し、その受入を
行った場合は、アの要請を行った被災都
道府県に対してその旨を報告
エ.ア、イの応援派遣の受入を行っても

対応が困難な場合は、被災都道府県
を通じて厚生労働省に応援要請

構成銅賞の調整結果を受けた後、応援
派遣元都道府県及び被災都道府県に
おいて、応援派遣及び受援に係る調整
（費用負担に係る調整を含む。）を行
う
ア.応援派遣先決定後、被災都道府県
と連絡をとりながら活動内容等の調整を
行い、支援を行う
イ.応援派遣中の保健師等の健康状態
等を把握するため、毎日、安全管理の
遵守、心身の健康状態等、健康管理に
係る報告を受けるとともに、必要時は被
災都道府県と調整し、適宜対応。また、
応援派遣後も継続的な健康管理に留
意

ア.応援派遣による保健師等が保健活
動を効果的・効率的に行うために必要な、
被害状況、保健ニーズ、専門職チーム
の介入状況等の情報を把握し、随時提
供
イ.応援派遣による保健師等に対し、災
害の発生状況、活動の概要及び担当す
る役割を説明する等、活動開始に当
たって必要なオリエンテーションを行う

応援派遣調整

応援派遣先決定

応援派遣中対応

災害時の保健師等広域応援派遣調整 災害発生時(有事)における対応
（つづき）－「災害時の保健師等広域応援派遣調整要領」（令和3年12月）より－

被災都道府県以外の都道府県
応援派遣元都道府県被災都道府県被災市区町村

【応援派遣による保健師等から応援派
遣元都道府県への報告等】
ア.応援派遣元都道府県に対し、保健師等
に係る安全管理・心身の健康等に関する情
報を毎日報告。応援派遣による保健師等が
保健所設置市・特別区、その他市町村の職
員の場合、応援派遣元都道府県はその保
健師等に係る安全管理・心身の健康等に
関する情報を保健所設置市・特別区、その
他市町村に毎日報告する。
イ.活動に必要な資機材の確保及びその他
のロジスティクスに関する後方支援が必要と
なった場合は、応援派遣元都道府県に対し
て、随時その旨を要請

ウ.応援派遣による保健師等に対し、適宜、当該保
健師等の活動内容及び収集した被害状況及び保
健ニーズ等を報告するように求める。なお、報告の
求めに当たっては、以下の点に留意すること。
①活動中においては、特に、当該保健師等が対応
することが出来なかった保健ニーズ等の情報につい
て報告
②活動後においては、特に、当該保健師等の保健
活動を他の保健師等が引き継ぐに当たって必要とな
る情報を報告

・応援派遣中の保健師等は、活動等を
通じて、人員体制の縮小など保健師等
の応援派遣計画の見直しが必要と判
断した場合、応援派遣元都道府県にそ
の旨を報告

・被災市区町村における応援派遣による保健師等
の活動の状況を勘案し、人員体制の縮小又は応
援派遣期間の短縮等が可能と判断した場合、応援
要請の見直しを検討

・人員体制の増員又は応援派遣期間の延長等が
必要と判断した場合、応援派遣元都道府県と調整
・上記による調整が整わなかった場合、厚生労働省
に追加の応援要請

【個人情報の取り扱い】
応援派遣による保健師等の活動記録
作成において必要となる個人情報は、被
災都道府県等における個人情報保護に
係る例規を遵守して取り扱う

・応援要請後、本庁や保健所等の職員のみで対応
できる体制が確保されると見込まれる場合、厚生労
働省及び応援派遣元都道府県にその旨を連絡

応援要請等見直し

応援派遣中対応
（つづき）

被災都道府県及び応援派遣元都道府県は、応援要請及び保健師等の応援派遣計画
の見直しについて協議の上、応援派遣計画を変更する場合は、応援派遣元都道府県は応
援派遣調整時に連絡した保健師等応援派遣計画票を変更し、被災都道府県及び厚生労
働省健康局健康課に提出する。

活動の終結等



応援・派遣要請のための情報収集

「防ぎえた死や健康問題の重症化、二次健康被害の最小化」という
組織の機能・役割を維持する 63

参考文献1)の
P89の図26

人材・人員

○大規模な避難所（避難者数1,000人以上）では混乱を来す可能性や、災害時要援護者
が避難し個別対応が 必要なことも想定される。それらの状況把握や保健活動等を行うために、
発災直後はまず保健師等を２人以上配置することを基準とする。

○避難所の保健師等の人員体制は、必要に応じて強化をする。保健師等チームの支援が入っ
た後は、応援職員と連携して避難所支援を行うとともに、被災地市町村の保健師等は、避難
所支援活動の統括や被災地全体の保健活動のコーディネートの役割を担う。

○小規模な避難所（指定避難所へ出向けないために、近隣住民が自宅等へ集まり避難した
場合等）が地域に点在して設置された場合は、保健師等チームが複数箇所を巡回し対応を
することも検討する。

○時間の経過に伴って、避難状況や支援内容が変化するため、その都度見直しを行う。

64

保健師等チーム派遣要請人数の算定のもととなる考え方

参考文献1)のP88より

応援・派遣要請の要否の判断に必要な情報に加え、
派遣要請人数の算定に必要な情報

・保健・福祉など在宅ケアに関連する各機関の稼働状況
・応援保健師等に期待する役割及び必要となる保健衛生職員の稼働量（人数、時間
等）
・具体的業務内容や活動体制、勤務体制（24時間体制の必要性の有無など）
・道路や交通状況など地理的状況

□避難所等の開設数 □健康調査（全戸訪問等）
□通常業務の再開 □感染症の集団発生
□被災自治体職員の健康の維持・健康管理 等



宮﨑美砂子：災害発生時の保健活動体制と対応について－統括保健師の役割・機能に焦点をあてて－、2016.7.22、厚生労働
省HPより、http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131933.pdf

平時から支援協力が得られそうな人的資源の見当をつけておく 65

車中泊・テント泊
などの住民の
健康支援

データ収集、記
録・入力集計等

通常業
務再開
支援

厚生労働省 資料より https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000478174.pdf



外部からの支援チーム
活動内容活動の概要

医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療
職及び事務職員）で構成、大規模な災害やた事故等
の現場で、急性期（概ね48時間以内）に活動

災害時派遣医療チーム
DMAT：Disaster Medical Assistance 
Team ＊国の制度によるもの

被災自治体の保健医療調整本部及び保健所を
応援、訓練を受けた地方公務員（主に保健所職
員）で構成、マネジメント支援

災害時健康危機管理支援チーム
DHEAT：Disaster Health Emergency
Assistance Team ＊国の制度によるもの

精神科医、看護師、業務調整員で構成。精神科
医療の提供、精神保健活動への専門的支援、被
災した医療機関や支援者への専門的支援

災害派遣精神医療チーム
DPAT：Disaster Psychiatric Assistance 
Team ＊国の制度によるもの

国内外の大規模な自然災害発生時に、避難所、
施設、自宅、仮設住宅等において、緊急栄養補
給物資等、状況に応じた栄養・食生活支援実施

日本栄養士会災害支援チーム
JDA-DAT：Japan Dietetic Association-
Disaster Assistance Team

12の構成団体を社員とする一般社団法人。避難
所等の住環境評価と整備、避難所や施設でのリハ
支援、その後、地域に根づいたリハへの移行支援

日本災害リハビリテーション支援協会
JRAT：Japan Disaster Rehabilitation 
Assistance Team

介護福祉士、社会福祉士、ケアマネジャ等で編成。
避難行動や避難所の立ち上げ・生活支援、慢性
期以降には地域生活移行・定着や生活再建支援

災害派遣福祉チーム
DWAT：Disaster Welfare Assistance 
Team
【その他】全日本病院協会災害時医療支援活動班（AMAT）、

日本医師会災害医療チーム（jMAT）、日本赤十字社の災害救護活動、
NPO法人AMDAの難民・災害被災者救護活動、NPO法人ピースウィンズ・ジャパン（PWJ）など
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内閣府（防災担当）．令和6年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．
https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo03.pdf



内閣府（防災担当）．令和６年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf

内閣府（防災担当）．令和６年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf



内閣府（防災担当）．令和６年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf

厚生労働省健康局健康課保健指導室 五十嵐久美子．地域における保健活動の推進に向けて．大和5年保健師中央会議（令和
5年8月4日） 資料12より https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001131870.pdf



計画の立案
時間外や土日も含めた体制とその体制に応じた業務ごとの必要人員数・シフト、期間等を
検討しておく。想定される課題と災害時専門家チーム等の協力要請の可能性も検討しておく。
依頼する業務の検討
フェーズに応じた依頼業務を検討しておく。
被災者対応等の実務レベル（現場部門）とマネジメントレベル（統括部門）の両面につい
て検討しておく。
依頼業務に関する資料・マニュアルの整備、オリエンテーショ
ン等に関する県・保健所と市町村との役割分担の検討
想定される依頼業務に関する資料・マニュアルを整備しておく。
オリエンテーション等外部支援者受入れの手順やオリエンテーション等の役割分担について、
県・保健所と市町村との役割分担を確認・検討しておく。
指揮命令系統・情報共有方法の確認・検討
外部支援者の指揮命令系統の確認・検討しておく。ミーティングの開催方法・頻度等の情報
共有方法を検討しておく。
評価時期や評価方法の検討
受援体制や受援継続の判断のための評価時期や評価方法を検討しておく。
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体制：受援のための体制整備
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初動期

対応期

回復期

平時

緊急時の説明と説得
・今、何が起こっているのか、リスク
は何か
・リスクを回避するために、今、どの
ような行動を取る必要があるのか

ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ健康危機対応のフェーズ

意思決定とｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ
・命と健康を守りながら生活を送る
ため、どのような行動をとるか、工夫
ができるか

参考：参考文献11）

住民の不安の軽減
二次的健康被害の予防
偏見・差別の解消
健康管理・セルフケア

住民の健康危機対応力を高める→
コミュニティレベルのサージキャパシティを高める
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リスクコミュニケーションのための役割分担のイメージ
その他の住民、
集団、組織等

情報入手が困
難になりやすい
対象（外国人、
障がい者など）

母子高齢者対象

対策本部/
本庁
保健部署

福祉部署

関係機関・地区組
織 等

人的コミュニケーションチャンネル
→平時における様々なネットワークを活かす

非人的コミュニケーションチャンネル
（HP、広報、SNS、チラシ等の一方向チャンネル）
→広報部署との連携体制づくり

24時間～72時間

救護・在宅療養者等対策

発災から24時間

生命･安全の確保対策

発災前
(風水害の場合)
(警戒レベル3等)

高齢者等要配慮者避難主要な対策

保健活動の体制の構築

情報収集・発信

医療救護対策

応援派遣者等の受入

【参考】参考文献11）

災害フェーズにおける保健活動の全体像（例：72時間まで）

保健医療福祉調整本部 保健医療福祉調整本部設置

準備体制の確立 初動対応方針の決定・周知 本部方針,地域状況、受援
等に伴う活動体制の再編

情報収集・発信体制の確立 被災情報(人的･物的被害､ﾗｲﾌﾗｲﾝ等)､
地域健康課題（予測される二次健康被害含む）
避難所等開設状況､避難者情報の把握
医療機関の状況把握（EMIS等）
要配慮者の安否確認

保健・看護・介護・薬局等地域資源の状況等の把握､情報提供

医療救護所の開設検討 医療救護所の設置,地域医療コーディネーターとの連携
緊急入院・受診等の調整

医薬品,衛生資機材等の
確保・調整
三師会･医療救護班等との
連携・調整

応援要請可否判断 受援調整・準備
都道府県庁･管轄保健所･
派遣元自治体等の調整



24時間～72時間

救護・在宅療養者等対策

発災から24時間

生命･安全の確保対策

発災前
(風水害の場合)
(警戒レベル3等)

高齢者等要配慮者避難主要な対策

避難所・避難所外避難
者対策

要配慮者対策

職員の健康・労務管理

通常業務

【参考】参考文献11）

災害フェーズにおける保健活動の全体像（例：72時間まで）

保健医療福祉調整本部 保健医療福祉調整本部設置

避難所の開設 保健予防対策方針決定

避難行動要支援者等支援 ハイリスク者（人工呼吸器等を要する在宅療養者､透析患者
等）の支援

安全確保・職員招集

BCP（業務継続計画）発動

福祉避難所,緊急入所等の
調整

健康・労務管理方針決定・
実施

避難所の衛生管理と生活
環境整備

二次健康被害防止対策

避難入院等の調整

安全確保・職員招集

BCP発動検討

1か月以降

応急仮設住宅等対策

1週間後～1か月

避難所等対策

72時間後～1週間

要配慮者等対策主要な対策

保健活動の体制の構築

情報収集・発信

医療救護対策

応援派遣者等の受入

【参考】参考文献11）

災害フェーズにおける保健活動の全体像（例：72時間後～）

保健医療福祉調整本部設置

復旧・復興計画の策定

被災情報(人的･物的被害､ﾗｲﾌﾗｲﾝ等)､地域健康課題（予測される二次健康被害含む）
避難所等開設状況､避難者情報の把握
医療機関の状況把握（EMIS等）
要配慮者の安否確認
保健・看護・介護・薬局等地域資源の状況等の把握､情報提供

医療救護所の設置,地域医
療コーディネーターとの連携
緊急入院・受診等の調整

地域診療体制への移行

応援継続等方針の判断都道府県庁･管轄保健所･
派遣元自治体等の調整

本部方針,地域状況、受援等に伴う活動体制の再編
急-慢性期対応の検証

医薬品,衛生資機材等の確保・調整
三師会･医療救護班等との連携・調整

受援（指揮命令系統の確立､役割分担の明確化）

応援の縮小､終了



1か月以降

応急仮設住宅等対策

1週間後～1か月

避難所等対策

72時間後～1週間

要配慮者等対策主要な対策

避難所・避難所外避難
者対策

要配慮者対策

仮設住宅等入居者の
対策

職員の健康・労務管理

通常業務

【参考】参考文献11）

災害フェーズにおける保健活動の全体像（例：72時間後～）

保健医療福祉調整本部設置

仮設住宅等入居者健康支援

ハイリスク者（人工呼吸器等を要する在宅療養者､透析患者
等）の支援
福祉避難所,緊急入所等の調整

二次健康被害防止対策

地域コミュニティ支援

健康・労務管理方針決定・実施

地域支援体制への移行

避難所の衛生管理と生活環境整備

BCP発動 通常業務再開

通常業務(一部)再開検討調整

災害対応に備えるための人材育成
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人材育成
• 被災地活動力（≒応援派遣保健師活動力）

• マネジメント力（≒DHEAT保健師活動力）個人ﾚﾍﾞﾙ
• 各部署・職員が健康危機発生時に担う役割を想定

した研修・訓練
• 研修や訓練等の機会を活かした庁内の連携強化

組織ﾚﾍﾞﾙ
• サージキャパシティを高めるための人材育成
• リスクコミュニケーション
• 研修や訓練等の機会を活かした地域内の機関・団

体との連携強化 等
地域ﾚﾍﾞﾙ

保健師以外の健康
危機発生時応援者

非常時対応業務に従事する際の留意点（保健・衛
生面、感染症対策、健康管理等）
被災地支援活動マニュアル作成への協力・助言 等
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結果項目
○保健師等が災害時に迅速・円滑かつ効果的に動けるようにする（又はその体制づくり）
○保健師経験の差に関わらず、災害時に誰もが主体的に活動できるように平時から意識を高める
○災害時の保健師の役割や活動体制について庁内職員の理解を促進する
○保健師等が配置されない避難所でも避難所の職員との連携により活動が円滑にできる体制づくり
○保健師等が配置されない避難所でも避難所の職員との連携により救護活動が円滑にできる体制
づくり

マニュアル策定
の目的

○発災時：避難所の立ち上げ時を含め避難所における保健活動や初動活動の円滑な実施
○発災時：健康調査の実施時期の判断と実施
○平時：保健師の役割や活動内容が明確になり、保健師経験に関わらず災害時活動をイメージし
やすくなったこと
○平時：災害対応に関わる人材育成
○平時：保健師の役割が明確化されたこと
○平時：庁内や関係部署の災害時保健師又は保健活動の理解促進
○平時：医療機関等との災害対応に関する連携強化の機会となったこと 等

マニュアル策定
の成果

○受援体制に関する内容
○避難所の救護物品管理に関する内容（責任部署や役割分担等）
○保健師間の情報共有方法に関する内容
○統括保健師を補佐する保健師の配置や役割に関する内容
○救護に関する内容と具体化
○避難行動要支援者や災害時要配慮者への対応
○指揮命令系統に関する内容の充実
○当該市の保健師全体の活動体制
○保健部署と福祉部署との連携方法
○保健所や関係機関の役割や連携に関する内容 等

災害対応経験
等に基づくマニュ
アルに関する課
題

災害時保健活動マニュアル策定の目的・成果・課題
－被災経験があり、災害時保健活動マニュアルを策定している3県8市へのヒアリングより－

参考：参考文献12)より
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災害保健活動におけるマニュアル活用のために必要な要件

災害時保健活動の経験の振り返りまたは災害対応関連の訓練等を
機会に当該自治体の災害時保健活動体制や災害時保健活動マ
ニュアルが定期的に検証されている
保健師活動体制及び指揮命令系統並びに保健師の役割の明示と
ともに、困難・混乱が生じやすい活動については具体や手順が示され
ている
災害時保健師活動体制・方針について保健師内で合意が得られて
いるとともに、マニュアル内容の定期的な共有の機会がもたれている
防災担当部署や避難所担当部署等の他部署との調整と周知並び
に防災計画との整合性や庁内への周知が図られている
平時も含めた災害対応活動について統括保健師の役割が事務分掌
上に明記されている
災害対応に関わる関係機関との調整と周知が図られている
平時の役割や活動が記載されている

参考：参考資料12)より

★マニュアルの策定・見直しのプロセスをとおし、平時の体制づくりを
推進するとともに、人材育成にも活用する

11)平常時の活動

宮﨑美砂子、尾島俊之、奥田博子、春山早苗、他．令和5年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究
事業）「自治体における災害時保健活動マニュアルの策定及び活動推進のための研究」．https://square.umin.ac.jp/Disaster-
manual/result/files/2024_guidelines.pdf
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1)日本公衆衛生協会/全国保健師長会（2020）：災害時の保健活動推進マニュアル、
令和元年度地域保健総合推進事業「災害時の保健活動推進マニュアルの周知」報告書

http://www.nacphn.jp/02/saigai/pdf/manual_2019.pdf
2）日本公衆衛生協会/全国保健師長会（2013）：大規模災害における保健師の活動
マニュアル、平成24年度 地域保健総合推進事業「東日本大震災における保健師活動の
実態とその課題」を踏まえた改正版

http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_2_h25_01.pdf
3）内閣府（防災担当）．令和６年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6
年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）令和6年4月15日（月）．
https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_
team3_shiryo02.pdf

4) 内閣府（防災担当）．大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引
き 令和5年5月．
https://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/pdf/R5tebiki.pdf

5)永田高志 他監訳：緊急時総合調整システム Incident Command
System(ICS) 基本ガイドブック．東京法規出版．2014．

6) 厚生労働省健康局健康課．保健所における健康危機対処計画（感染症編）策定ガ
イドライン．令和5年6月．

7) D24Hの日本語パンフレット．https://www.ds.se.shibaura-it.ac.jp/wp-
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